
事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ２ 月 ７ 日 

 

 

各局等新型コロナウイルス感染症対策担当課長 各位 

 

 

大臣官房危機管理官 

 

 

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策についての分科会提言について 

（周知等） 

 

  

 オミクロン株による感染拡大が続く中、感染の場が学校や保育所、高齢者施設、事

業所に広がっており、今後、社会経済活動の維持が困難になる事態や、入院治療を要

する者や重症者の増加による医療のひっ迫が懸念されていることを受け、２月４日

に新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府に対し、オミクロン株の特徴を踏

まえた感染防止策の提言が行われ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

より当該提言の周知依頼がありました。 

 つきましては、各局等におかれましては、提言の内容についてご了知いただくとと

もに、所管の事業者、関係団体及び独立行政法人等に対し別添の周知を行うよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

（別添１）内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 事務連絡 

    「オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の分科会提言について（周知等）」 

（別添２）令和４年２月４日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言 

     オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について 


